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見 積 公 告 

 

 次のとおり見積競争に付します。 

 

 令和 4年 1月 6日 

全国健康保険協会奈良支部 

支部長 河田 光央 

 

１ 調達内容 

(1) 調達件名   かかりつけ医による特定健診受診勧奨ポスター作成について 

 (2) 仕 様 等   仕様書による。 

(3) 納品期限   令和 4年 3月 18日（金） 

(4) 納品場所   奈良市大宮町７－１－３３ 奈良センタービル４階 

         全国健康保険協会 奈良支部 

 (5) 見積方法 

   見積金額は、作成にかかる費用、デザイン料、物品の納品に要する運送費用など、納品を行うた

めの一切の諸経費を含めた総価とする。 

   見積書を提出期限内に提出し、最低価格をもって見積書を提出した者を契約の相手方とする。

入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の 110分の 100に相当する金額（消費税を含まない金額）を見積書に記載すること。 

 

２ 競争参加資格 

(1) 全国健康保険協会会計細則第３０条及び第３１条の規定に該当しない者であること。 

(2) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 

(3) 当該案件を確実に履行できると認められる者であること。 

(4) 全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を受けている期間中でない 

こと。 

(5) 損害賠償請求を全国健康保険協会から受けていない者であること。 

 

３ 見積書の提出場所等 

（1）仕様書の交付場所、見積書の提出場所及び問い合わせ先 

    〒630－8535  奈良市大宮町７－１－３３ 奈良センタービル４階 

            全国健康保険協会 奈良支部 企画総務グループ  担当：小宅 

            電話 0742-30-3702 

(2) 仕様書の内容に関する問い合わせ先 

    〒630－8535  奈良市大宮町７－１－３３ 奈良センタービル４階 

全国健康保険協会 奈良支部 企画総務グループ  担当：中井 

            電話 0742-30-3702 

 (3) 見積書の提出期限 
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    令和 4年 1月 27日（木） 午後 2時 00分 必着 

 

４ 見積書の提出方法 

(1) 見積書の様式は任意の様式で差し支えないが、件名、見積年月日、事業所名を記載し、代表者印

を押印したものに限る。 

(2) 提出後の見積書の差替え、変更又は取消しは認めない。 

(3) 見積書は、郵送もしくは持参による方法で提出すること。電話、FAX 等その他の方法による提

出は認めない。 

 

５ その他 

 (1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨 

 (2) 契約保証金  免除 

(3) 詳細は、仕様書による。 

 (4) 見積結果については、別途参加者に連絡する。 

以上 

 

 

 

【参考】 

全国健康保険協会会計細則（一部抜粋） 

（競争に参加させることができない者） 

第 30条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができな

い。 

（1） 契約を締結する能力を有しないもの。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であって、契

約締結のために必要な同意を得ている者を除く。 

（2）破産者で復権を得ない者 

（3）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二条第二号に

掲げる者 

 

（競争に参加させないことができる者） 

第 31条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった

後３年以内の期間を定めて競争に参加させないことができるものとする。 

（1）契約の履行にあたり故意に工事製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に

関して不正の行為をした者 

（2）公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合し

た者 

（3）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

（4）監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者 

（5）正当な理由がなく契約を履行しなかった者 

（6）契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者 
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（7）前各号のいずれかに該当する事実があったことにより３年以内の期間を定めて競争に参加させ

ないこととされている者を、その期間、代理人、支配人その他の使用人といて使用した者 

２ 企画総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても競争に参

加させないことができる。 

３ 第１項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところによる。 

 

全国健康保険協会倫理規程（一部抜粋） 

（退職者による依頼等の規制） 

第 23条 役職員であった者は、退職後２年間、役職員に対し、当該役職員であった者が退職後にそ

の地位に就いている営利企業等又はその他の営利企業等に対して便宜を図るために職務上の行為をす

るように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。 
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仕様書 

 

１．件名 

かかりつけ医による特定健診受診勧奨ポスター作成について 

 

２．業務内容 

受託者は、全国健康保険協会奈良支部（以下、「委託者」）より提供するポスターのラフ案を

もとに、ポスターをデザインし、印刷する。 

 

３．調達品目仕様等 

【ポスター】 

・部  数  １，０００部 

・仕上判型  Ａ３ 

・加工形式  ２つ折り（Ａ４サイズで納品。刷り面を外側にすること。） 

・紙  質  コート紙（四六版１１０Ｋ） 

・色  数  片面フルカラー 

・納品の際、１００枚ごとで束にすること 

 

【電子データ】 

ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒに作成したポスターの編集が可能な電子データ（Adobe Illustrator）

及び電子データ（PDF）を格納し、２枚納品すること。 

 

４．作成・デザイン等 

・ラフ案については委託者より磁気媒体又はメール、紙媒体等により提供を行う。 

・委託者から提供する「医師」のイラストデータ（png形式・メールにより提供）を使用す 

ること。ただし、委託者の指示により当該イラストデータを使用しないこととなった場合 

は、受託者において代替のイラストを用いること。 

・委託者が保有するイラストデータ「協会けんぽ奈良支部健康づくりイメージキャラクター 

ヘルシカくん（ai形式のデータが格納されたＣＤ－Ｒの貸出可能）」をベースに「ポスター 

のデザインに適した健診受診者」のイラストを作成し、使用すること。ただし、委託者の 

指示により当該イラストデータを使用しないこととなった場合は、受託者において代替の 

イラストを用いること。 
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・ポスターの下部には、委託者が指定するロゴ（jpg形式・CD-R及びメールにより提供）を 

使用すること。 

・校正については、委託者の了承が得られるまで行うこと。 

・校正が終了してから本作成に入ること。 

・色校正に当たっては、色相・彩度・明度などの詳細な調整を指示することがあり、本印刷 

時とサンプル品で色の違いを生じさせないこと。 

 

５．納期 

令和４年３月１８日（金）までとする。 

ただし、納期が早まることは差し支えない。 

 

６．納品場所・担当部署 

〒６３０－８５３５ 奈良市大宮町７－１－３３ 奈良センタービル４階 

全国健康保険協会奈良支部 企画総務グループ 担当：中井 

電話：０７４２－３０－３７０２ 

 

７．その他 

・本業務に必要な設備、材料、校正、搬送等にかかる全てを費用に含むこと。 

・作成に必要な写真・イラスト等の使用に当たっては、著作権や肖像権等に抵触しないよう 

十分に配慮すること。 

・本委託業務に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、受託 

者の責任、負担において一切を処理すること。さらに、納品物に第三者が権利を有する著 

作物が含まれる場合には、その著作権の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約に係る 

一切の手続きを受託者が行うこと。この場合、受託者は当該契約の内容について、事前に 

委託者の承認を得ること。 

・委託業務の過程において作成されたキャラクター等の原著作物及び二次的著作物の著作権 

は、委託者に帰属するものとする。 

・本件の成果物に係る著作権その他権利は、全国健康保険協会奈良支部に帰属し、ホーム 

ページや各種情報提供媒体、イベント等に随時使用できることのほか、加工及び複製を 

自由にできるものとする。 

・委託者は、受託者の責に帰する事由により委託者に損害を与えた場合及び受託者の契約違 

協会けんぽ奈良支部健康づくりイメージ 

キャラクター「ヘルシカくん」の参考イラスト 
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反が判明した場合には、契約解除、一定期間の指名停止の処分を行うとともに損害賠償請 

求を行うことができる。 

・本業務の主たる業務を第三者に請け負わせることを認めない。 

・納品後に瑕疵が判明した場合、委託期間の経過を問わず、その瑕疵に対し適切に対処する 

こと。 

・この仕様書に記載されていない判断を要する事項については、その都度、委託者と協議 

すること。 

以上 


